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2009 年 10 月 30 日 規則第 39 号 
フローティングドック規則の一部を改正する規則 
 
「フローティングドック規則」の一部を次のように改正する。 

 
2 章 船級検査 

2.4 検査の準備等 

2.4.1 検査の準備等 
 
-3.及び-4.をそれぞれ-4.及び-5.と改め，-3.として次の 1 項を加える。 
 

-1. 検査申込者は，受けようとする検査の種類に応じ，この規則に定められている検査

項目及び規定に基づき必要に応じて検査員が指示する検査項目について，十分な検査が行

えるように必要な準備をしなければならない。この準備には，検査上必要な程度まで容易

且つ安全に近づくことができる設備，検査上必要な装置，証書，検査記録及び点検記録等

の準備，並びに機器等の開放、障害物の撤去及び清掃を含むものとする。 
また，検査に使用される検査機器，計測機器及び試験機器は，個別に識別でき，かつ，

本会の適当と認める標準に従い校正されたものでなければならない。ただし，簡単な計測

機器（定規，巻き尺，マイクロゲージ等）及びフローティングドックの機器に備えられた

計測機器（圧力計，温度計，回転計等）については，他の計測機器との比較等の適当な方

法により，その精度が確認できればよい。 
-2. 検査申込者は，検査を受けるとき，検査事項を承知しており検査の準備を監督する

者を検査に立会わせ，検査に際して検査員が必要とする援助を与えなければならない。 
-3. 検査員，ドック所有者又はドック所有者により適切な権限が付与された代理人及び

板厚計測業者（板厚計測が行われる場合）等の関係者は，検査及び板厚計測の安全かつ効

果的な実施のために，検査及び計測に先立ち，検査の内容等について打合せを実施しなけ

ればならない。 
-34. 検査に際して必要な準備がされていないとき，立会人がいないとき又は危険性があ

ると検査員が判断したときは，検査を停止することがある。 
-45. 検査の結果，修理をする必要を認めたときは，検査員はその旨を検査申込者に通知

する。この通知を受けたときは，修理をしたうえ検査員の確認を受けなければならない。 
 
 
 
 

附  則 
 

1. この規則は，2010 年 1 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日前に申込みのあった検査については，この規則による規定にかかわらず，

なお従前の例によることができる。 


